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○尾張旭市農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月22日

規則第39号

改正 平成29年３月30日規則第19号

令和３年３月30日規則第８号

（目的）

第１条 この規則は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号。以下「法」という。）及び尾

張旭市農業委員会の委員の定数に関する条例（平成28年条例第43号。以下「条例」という。）に基づ

き、尾張旭市農業委員会の委員（以下「農業委員」という。）の選任の手続等について、法令に規定

するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

（推薦及び募集）

第２条 法第９条第１項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦（以下「団体推薦」という。）

(3) 一般募集

（推薦及び応募の資格）

第３条 農業委員として推薦を受ける者（以下「被推薦者」という。）及び募集に応募する者（以下「応

募者」という。）は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の

農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日

において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 原則として、市内に住所を有する者

(2) 市の職員でない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に規定する暴

力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

（推薦手続）

第４条 農業委員の推薦の手続は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦に当たっては、農業者等３名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農業委員会委員

候補者推薦書（一般推薦書）（様式第１号）により推薦するものとする。

(2) 団体推薦に当たっては、農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農業委員

会委員候補者推薦書（団体推薦書）（様式第２号）により推薦するものとする。

(3) 前２号に規定する推薦書は、市長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

（応募手続）

第５条 一般募集の応募者は、農業委員会委員候補者応募申込書（様式第３号）を市長が指定する場所

へ直接又は郵送により提出するものとする。
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（推薦及び募集の周知）

第６条 農業委員の推薦及び募集のための期間（以下「推薦等期間」という。）は、28日間とする。

２ 市長は、前項の農業委員の推薦及び募集に当たっては、推薦等期間、推薦又は応募書面の提出方法

その他必要事項を公表するとともに、次に掲げる方法により、市内の農業者、農業者の組織する団体、

その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 掲示場（尾張旭市公告式条例（昭和54年条例第２号）第２条第２項に規定する掲示場をいう。）

への掲示

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

（被推薦者及び応募者の公表）

第７条 市長は、推薦及び募集の状況を推薦等期間の中間及び推薦等期間終了後に遅滞なく農業委員会

等に関する法律施行規則（昭和26年農林省令第23号）第６条に規定する事項のほか、市長が必要と認

める事項を公表するものとする。

（候補者の選定）

第８条 市長は、農業委員候補者（以下「候補者」という。）の選定に当たっては、法第８条第６項に

規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者を、少なくとも１名選定するも

のとする。

２ 市長は、前項に定めるもののほか、法第８条第７項に規定する事項の趣旨を鑑みて農業委員の年齢、

性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。

３ 市長は、第３条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者の総数が、条例に定める農

業委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、尾張旭市農業委員会委員候補者評価委員会

（以下「評価委員会」という。）に、候補者について意見を求めるものとする。

（農業委員の選任）

第９条 市長は、評価委員会の報告を受け、候補者を決定の上、議会の同意を得て選任する。

（農業委員の補充）

第10条 農業委員の欠員が定数の３分の１を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やか

に農業委員を補充しなければならない。

（委任）

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成29年３月30日規則第19号）

この規則は、公布の日から施行する。
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附 則（令和３年３月30日規則第８号）

（施行期日）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その

他の用紙で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
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様式第１号(第４条関係)

農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦書)

年 月 日

（宛先）尾張旭市長 殿

尾張旭市農業委員会委員候補として下記の者を推薦します。

推薦者

被推薦者

氏 名 性別 生年月日(満年齢) 住 所 職 業

(代表者)
年 月 日(満 才)

【連絡先】電話： ( )

年 月 日(満 才)

年 月 日(満 才)

【推薦の理由】

氏 名 性別 生年月日(満年齢) 住 所 職 業

年 月 日(満 才)

【連絡先】電話： ( )
【経歴】

【農業経営の状況】(耕作面積、作目、農業従事日数、農業所得額等)

【※農業委員会等に関する法律第 8条第 6項の該当】
※農業委員会の所掌に属する事項に関する利害関係の有無

有 ・ 無

【認定農業者等の該当】(③は、ア～キの該当するもの全てに○印)
① 認定農業者(個人)
② 認定農業者である法人の業務執行役員又は重要な使用人(農場長等)
③ 認定農業者に準ずる者 ア．認定農業者の OB(法人の場合は役員等)
イ．認定農業者の経営に参画する親族 ウ．認定就農者(法人の場合は役員等)
エ．集落営農の役員 オ．人・農地プランの中心的経営体(法人の場合は役員等)
カ．指導農業士・青年農業士・農村生活アドバイザー キ．基本構想水準到達者(法人の場合は役員等)
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様式第２号(第４条関係)

農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦書)

年 月 日

（宛先）尾張旭市長 殿

尾張旭市農業委員会委員候補として下記の者を推薦します。

推薦者

被推薦者

組織の名称 代表者又は管理人の役職・氏名 構成員の数

人

【連絡先】電話： ( )

【組織の目的】

【構成員たる資格その他組織の性格を明らかにする事項】

【推薦の理由】

氏 名 性別 生年月日(満年齢) 住 所 職 業

年 月 日(満 才)

【連絡先】電話： ( )
【経歴】

【農業経営の状況】(耕作面積、作目、農業従事日数、農業所得額等)

【※農業委員会等に関する法律第 8条第 6項の該当】
※農業委員会の所掌に属する事項に関する利害関係の有無

有 ・ 無

【認定農業者等の該当】(③は、ア～キの該当するもの全てに○印)
① 認定農業者(個人)
② 認定農業者である法人の業務執行役員又は重要な使用人(農場長等)
③ 認定農業者に準ずる者 ア．認定農業者の OB(法人の場合は役員等)
イ．認定農業者の経営に参画する親族 ウ．認定就農者(法人の場合は役員等)
エ．集落営農の役員 オ．人・農地プランの中心的経営体(法人の場合は役員等)
カ．指導農業士・青年農業士・農村生活アドバイザー キ．基本構想水準到達者(法人の場合は役員等)
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様式第３号(第５条関係) (一般募集)

農業委員会委員候補者応募申込書

年 月 日

（宛先）尾張旭市長 殿

尾張旭市農業委員会委員候補として次のとおり応募します。

氏 名 性別 生年月日(満年齢) 住 所 職 業

年 月 日(満 才)

【連絡先】電話： ( )

【経歴】

【農業経営の状況】(耕作面積、作目、農業従事日数、農業所得額等)

【※農業委員会等に関する法律第 8条第 6項の該当】
※農業委員会の所掌に属する事項に関する利害関係の有無

有 ・ 無

【認定農業者等の該当】(③は、ア～キの該当するもの全てに○印)
① 認定農業者(個人)
② 認定農業者である法人の業務執行役員又は重要な使用人(農場長等)
③ 認定農業者に準ずる者 ア．認定農業者の OB(法人の場合は役員等)
イ．認定農業者の経営に参画する親族 ウ．認定就農者(法人の場合は役員等)
エ．集落営農の役員 オ．人・農地プランの中心的経営体(法人の場合は役員等)
カ．指導農業士・青年農業士・農村生活アドバイザー キ．基本構想水準到達者(法人の場合は役員等)

【応募の理由】
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様式第１号（第４条関係）

様式第２号（第４条関係）

様式第３号（第５条関係）


